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令和６年１０月７日（月曜日） 

 

 

議事日程 

午後２時開議 

日程第１ 会期決定の件 

日程第２ 議案第２号及び第３号 

（提案説明・質疑・一般質問） 

日程第３ 議案第４号（提案説明） 

  会議に付した案件 

１ 会議録署名議員の指名 

１ 諸般の報告 

１ 日程第１ 

１ 日程第２ 

１ 日程第３ 

  出席議員（１４名） 

議 長  14番  畑 中 優 周 

副議長  ２番  中 川 孝 之 

      １番  梅 津 加代子 

      ３番  國 井  葵   

４番  松 下 哲 也  

５番  高 砂 弥 生  

６番  松 井 洋 和  

７番  福 地 裕 行  

８番  松 橋 尚 文  

９番  金 安 潤 子  

10番  西 村 雅 人  

11番  松 原 慶 子  

12番  板 谷 昌 慶  

13番  藤 井 若 菜  

   出席を求めた者 

管 理 者  蝦 名 大 也  

監 査 委 員  平 山 幸 弘  

  本会議場に出席した者 

管 理 者  蝦 名 大 也  

副 管 理 者  秋 里 喜久治  

監 査 委 員  平 山 幸 弘  

事 務 長  波田地 真 路  

  議会事務局職員 

書 記 長  大 利 一 則  

  午後１時５８分開会 

△開会宣告 

○議長（畑中優周） それでは、出席議員が定足数

に達しておりますので、令和６年第２回釧路公立大

学事務組合議会１０月定例会は成立いたしました。 

よって、これより開会いたします。 

直ちに会議を開きます。 

  △会議録署名議員の指名 

○議長（畑中優周） 会議録署名議員を指名をいた

します。 

       ５番 高 砂 弥 生 議員 

       ９番 金 安 潤 子 議員 

以上２名を指名いたします。よろしくお願いします。 

  △諸般の報告 

○議長（畑中優周） 大利書記長より諸般の報告を

させます。 

◎書記長（大利一則） 報告をいたします。ただ今

の出席議員は１４名であります。 

今議会に管理者から提出されました議案は、議案

第２号から第４号までであります。 

次に、管理者から地方自治法第２４３条の３第２

項の規定に基づき、公立大学法人釧路公立大学の経

営状況を説明する書類の提出がありました。 

次に、監査委員から地方自治法第２９２条におい

て準用する、同法第２３５条の２第３項の規定に基

づき、例月現金出納検査報告書の提出がありました。 

次に、本日の議事日程は、お手元に配付しており

ますとおり 

日程第１ 会期決定の件 

日程第２ 議案第２号及び第３号 

日程第３ 議案第４号 であります。 

以上で報告を終わります。 

 △日程第１ 会期決定の件 

○議長（畑中優周） 日程第１、会期決定の件を議

題といたします。お諮りいたします。会期は本日１

日間といたしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（畑中優周） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日間と決しました。 

 △管理者の発言 

○議長（畑中優周） ここで、蝦名管理者から発言

を求められておりますので、これを許します。 

蝦名管理者。 

◎管理者（蝦名大也） 皆様、本日はありがとうご

ざいます。管理者の蝦名でございます。本日は、議

員各位におかれましては、時節柄、公私ともにご多

用のところですね、ご参集を賜りましてお礼を申し

上げるところであります。 
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公立大学法人釧路公立大学、この４月からちょう

ど２年目を迎えたところでございまして、事務組合

といたしましても、設立団体としての役割、これを

しっかりと果たしていく所存でございますので、議

員各位におかれましても、引き続き、ご支援、ご協

力、賜りますようお願い申し上げます。 

今定例会でございます。これは、令和５年度会計

決算認定をはじめとする案件を提出いたしてござい

ます。 

別途、提案の主旨を説明いたしますので、よろし

くご審議くださいますよう、お願いを申し上げます。

誠にありがとうございました。 

  △日程第２ 議案第２号及び第３号上程 

○議長（畑中優周） 日程第２、議案第２号及び第

３号を一括議題といたします。 

  △提案説明 

○議長（畑中優周） 両案についての提案理由の説

明を求めます。 

波田地事務長。 

◎事務長（波田地真路） ただいま、議題に供され

ました各案件につきまして提案の理由をご説明申し

上げます。 

お手元の釧路公立大学事務組合１０月定例会議案

書５ページをお開きください。 

まず、議案第２号「令和５年度釧路公立大学事務

組合会計決算認定の件」につきまして、監査委員の

審査意見を付して認定を求めるものでございます。 

最初に、令和５年度から大学運営が法人に移行し

たことで、事務組合予算構造が変化した２点につい

てご説明いたします。 

まず、歳入では学生からいただく授業料、入学料

などが令和５年度より法人歳入に移行され、事務組

合歳入から減額となりました。また、歳出では教職

員の給与、学生の確保や就職支援のほか、施設・設

備の整備、附属図書館や地域経済研究センターの運

営など大学運営に関する歳出が事務組合から減額と

なり、法人歳出となりました。 

このような変更があった中、令和５年度釧路公立

大学事務組合会計決算は、歳入８億２，１６２万円、

歳出８億２，０２２万円で、歳入歳出差引残額は１

４０万６千円となりました。 

予算に対し、歳入では繰入金の減などにより１億

１,８４３万円の減収となっております。 

歳出では、事務組合職員給与費の未執行や運営費

交付金及び施設整備費等補助金の減により、１億１，

９８４万円の執行残が生じたものでございます。こ

の結果生じた決算剰余金１４０万６千円につきまし

ては令和６年度に繰り越すことといたしました。 

次に、７ページ、議案第３号「令和６年度釧路公

立大学事務組合会計補正予算」につきまして、歳入

歳出、それぞれ１４０万５千円を追加計上するもの

でございます。 

９ページをお開きください。歳入では、繰越金に

前年度決算剰余金１４０万５千円を計上し、歳出と

して、第２款教育費大学費に、財政調整基金積立金

１４０万５千円を計上いたしました。これにより、

歳入歳出予算の総額は、５億７,１６０万５千円とな

ります。 

以上で議案第２号及び第３号の提案説明を終わら

せていただきます。 

  △質疑・一般質問 

○議長（畑中優周） ただいま、提案理由の説明が

されました。両案に対する質疑並びに一般質問を行

います。 

質問は通告の順番によりこれを許します。 

なお、会議規則第４６条の規定により、質問は同

一議題について２回を超えることができないとなっ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

１０番西村雅人議員の発言を許します。 

１０番西村雅人議員。 

◆１０番（西村雅人議員） それでは、通告に基づ

きまして、私の一般質問をさせていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず最初に、釧路市議会は今年９月１７日、釧路

公立大学の学生さんと意見交換会を行いました。こ

れは釧路市議会議会広報特別委員会が中心になって

開催したものでして、当日はこの事務組合議会の議

員でもあります板谷昌慶委員長ら市議は１３人、学

生からは１年生３８人が参加しました。市議会に関

係する件だけではなく、学生生活に関することなど

様々な意見が出たそうなんです。今日はその中から、

学生から出た要望を中心に質問させていただきたい

と思います。 

まず家賃に関する要望があったそうなんですね。

ここ文苑・芦野周辺の学生向けマンションは、比較

的新しくまた１部屋の面積が都会に比べて広い造り

になっていることから、地方の割には家賃が高いと

いうそういった意見が出たそうなんです。この点釧

路公立大学のホームページのキャンパスライフとい

うところには「大学周辺のアパートは比較的新しい

ところで一ヶ月４０，０００円前後ですが、これを

中心として、設備や建築年数などの条件で、３０，

０００円から４５，０００円前後程度の幅がありま

す」とこのような記載がありました。私も不動産会

社のホームページで調べてみましたが、相場は概ね

その通りでした。公立大の学生にとってはこれを高

いと感じている人もいるようなんです。学生寮を持

たない釧路公立大学にとっては、学生の家賃負担の

軽減も考える必要があるのではないでしょうか。そ

こで、公立大周辺の賃貸住宅の家賃について、学生

から高いという感想が出るような状態になっている

のか、事務組合の認識をお尋ねします。 

更に、この日の意見交換会については、釧路新聞

でも取り上げられまして、学生から「公共交通の便

が悪い」という意見が出たと報じられました。１学

年３００人の定員で、釧路管内出身者は令和５年度

４５人でしたから、４５人全員が釧路市の自宅から

通学していると仮定したとしても圧倒的に大学周辺

で暮らしている学生が多いはずなんですよね。多く
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は徒歩または自転車なので、公共交通を使う学生は

少ないのではないかと思われます。公共交通を使う

とすれば、授業がない日とか授業終了後にアルバイ

トに行くときではないかと思われます。そこでお伺

いしますが、通学でバスを利用している学生はどれ

くらいいると把握しているのでしょうか。また、公

共交通を改善してほしいという意見が学生から出る

背景にはどのような事情があると把握しているのか、

事務組合の認識をお示し下さい。 

次に２つ目のテーマであります学生支援について

の質問に移ります。まず、釧路管内出身者に対する

入学料の無料化についてお尋ねします。現在釧路公

立大学は、入学料として３０万２，０００円徴収し、

そのうち釧路管内出身者は６万円安くなっています。

現在の日本の大学の授業料は高すぎますし、その上

入学料はほとんどの国ではないんです。先の釧路市

議会予算決算常任委員会の市長総括質疑で、私は釧

路市の運営費負担金を増やして市内出身者の入学料

の無料化ができないか、そういう質問をさせてもら

いました。釧路市長としてのお立場では「公立大学

の運営に関することは、法人内の経営審議会におい

て検討すべきこと」という答弁にとどまりました。

では経営審議会では入学料についてはどのように議

論されているのでしょうか。以前もこの内容の質問

をこの議会で質問したことがありますが、入学料は

大学運営において必要な支出にあてているので、な

くすことはできないという、そういう趣旨の答弁だ

ったと思います。つまり、入学料を無料化するとそ

の分法人の収入が減る仕組みになっているのではな

いかと思われます。各自治体とりわけ釧路市の運営

費負担金を増やして、法人の減収にはならない仕組

みが必要ではないかと考えます。釧路市総合政策部

都市経営課は、公立大学が過去の実績などを基に積

算した金額に応じて釧路市負担金を支出していると

先の議会で示されました。公立大学法人の方から、

管内出身者に対する入学料の無料化制度を実施した

いので、各自治体の負担金を増やしてもらえないか

とそういった交渉をすべきと考えますが、経営審議

会ではどのような認識と聞いているのか答弁をお願

いいたします。 

次に、今後の授業料についてお聞きします。東京

大学では、本年９月２４日、授業料を年１１万円引

き上げることを決定したんです。それを受けて２日

後の２６日、東大の大学内で、抗議の緊急アクショ

ンが行われたんです。東大の学生、教職員をはじめ、

全国の大学生も参加し「全学生にかかわる問題」だ

として、学生の自治を取り戻すために話し合いもし

たそうなんです。私は今回の東大の学費値上げが全

国の大学に普及することを危惧しております。東大

の学費値上げの背景には、法人化後、国が運営費交

付金を削減したことがあります。釧路公立大学にお

いても国と自治体の負担金は、令和３年度は約４億

あったものが、令和５年度は３億８，０００万円に

減っているんです。現在の授業料５３万５，８００

円という金額は国立大学と同額にしているものです。

しかし大学の判断によって、その金額を引き上げた、

そういった前例ができたことにより、全国の国公立

大学の学生が不安を覚えるのは当然ではないかと思

うんです。そこでお尋ねしますが、釧路公立大学に

おいて、大学独自で授業料の引き上げは今後も行う

べきではないと考えますが、法人から聞き取った見

解をお示し下さい。 

次に法人独自の給付型奨学金制度についてお尋ね

します。現在釧路公立大学独自の給付型奨学金とし

て、「釧路しんきん地域人材育成奨学金」というも

のがあります。しかしこれは釧路信金さんのいわば

厚意によるものであるため、３年次に３名、１０万

円ずつ支給するもので、対象者は限られてしまいま

す。確かに国にも給付型奨学金制度がありますが、

これも所得要件などが厳しくてわずか数パーセント

の学生しか受給していません。日本学生支援機構の

給付型奨学金制度の対象とならない学生に対する支

援が必要になるのではないでしょうか。奨学金制度

が充実していることも、学生から選ばれる大学につ

ながるのではないでしょうか。具体的に申しますと、

世帯年収約４６０万円を超えると給付型奨学金が受

給できなくなるので、その階層を中心とした制度設

計を求めたいと思います。ちなみに決算資料を拝見

すると、教育振興基金に約１１億円、財政調整基金

は約９億円、令和５年度の法人の当期総利益は１２

億円も出ているんです。これらを活用すればできな

いことはないはずです。そこで法人独自の給付型奨

学金制度の創設についてはどのように考えているの

か法人の認識をお示し下さい。 

続いて釧路管内に就職した場合の祝い金制度につ

いて質問します。公立大卒業時に、就職先として釧

路管内の企業に就職を促す仕組みも大切だと思いま

す。釧路市には、協力企業に新規採用された場合に、

奨学金返済支援制度があり、最大１２０万円補助す

る、そういった制度がございます。これも重要な制

度だと思いますが、奨学金を借りていなければメリ

ットがありません。お手元に皆さんにもあると思い

ますが、カラーの資料がありますけれども、これを

見ますと、令和５年度は３３名の方が釧路管内に就

職したとそのような記載があると思います。釧路公

立大生が釧路管内の会社に就職した場合、就職祝い

金を支給する制度があると、学生支援にもなります

し、人口減対策にも寄与するものと考えます。公立

大生を卒業後も釧路管内につなぎとめる施策が必要

ではないでしょうか。そこで、管内企業に就職を決

めた学生に法人または事務組合が就職祝い金を支給

することを提案しますが、お考えをお聞かせくださ

い。 

最後に「多子世帯の大学等の無償化制度」の対象

拡大について質問させてもらいます。国は令和７年

度から新たな大学授業料・入学料の無償化を始めよ

うとしています。これは所得制限なしで授業料につ

いては７０万円、入学料は２６万円を上限に無償化
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するもので、現行よりは前進だと思います。しかし

既にこの制度に対する不備も指摘されております。

それは多子世帯、つまり子どもが３人以上いる世帯

に限定されている点なんです。「子どもを３人以上

産まないと支援しないというのは少子化対策にもな

らない」と国会でも議論されております。３人兄弟

というのは今では少なくなっていますし、例え子ど

もが３人いても上の子が社会人になって扶養から外

れると無償化の対象外になってしまうんです。兄弟

の年の差が離れると長い期間に渡って教育費がかか

りますが、そのような世帯に支援が薄くなってしま

います。社会人になったばかりでは給料も安くてと

ても弟妹を支援する余裕はないはずなんです。 

そこでお尋ねしますが、来年度から国が始めよう

としております「多子世帯の大学等無償化制度」の

対象から漏れる世帯に対して、大学独自の対象拡大

制度を創設するよう求めますが、見解をお示し下さ

い。 

１回目の質問は以上です。 

○議長（畑中優周） 理事者の答弁を求めます。 

蝦名管理者。 

◎管理者（蝦名大也） 釧路市、西村雅人議員のご

質問にお答えいたします。 

私からは１点ですね。学生支援、経営審議会での

議論と認識ということであります。先日の議会でも

ご答弁させていただきました運営費負担金、これに

つきましては釧路公立大学事務組合運営費負担金で

すね、これは、事務組合規約、この中で規定された

割合に基づき、負担されているいうものでございま

して、答弁のとおりでございます。 

そのうえで経営審議会であります。公立大学法人

釧路公立大学の経営審議会、ここにおいては、管内

出身者に対する入学料の無償化についての議論はし

ていないとこのように聞いているところでございま

す。私からは以上であります。 

○議長（畑中優周） 波田地事務長。 

◎事務長（波田地真路） 西村議員のご質問にお答

えいたします。 

まずは大学周辺の家賃についてのご質問です。近

年、大学周辺の文苑、芦野、釧路町地域は、通学に

便利なだけでなく、大型スーパーや病院、金融機関

なども揃っており、利便性が高いエリアであること

から、一般的には、そのような家賃設定がなされて

いるものと認識しております。 

続きまして、公共交通を利用する学生についての

ご質問です。ご質問の「通学でバスを利用している

学生」の人数につきましては、釧路公立大学生活協

同組合が発行している資料では学生の約８割が大学

周辺で一人暮らしをしていると記載されており、通

学のために公共交通を利用している学生は少ないも

のと考えております。地方の公共交通は、厳しい経

営状況や働き手不足などの状況にあり、減便や路線

再編が課題であるものと認識しております。 

次に今後の授業料についてのご質問でございます。

国立大学においては、教員の研究、学生の学修環境

の改善に向けた運営費交付金の確保が課題となって

おります。東京大学が２０２５年度の入学者から授

業料を２割引き上げる方針を発表した新聞報道等に

ついては承知しているところでございます。公立大

学法人釧路公立大学から、現段階では授業料の引き

上げについて検討していないと報告を受けていると

ころでございます。 

続きまして、給付型奨学金制度の創設についての

ご質問です。釧路信用金庫の奨学金につきましては、

今年度も釧路管内に就職を希望する３年生の成績優

秀者３名が奨学生に認定され、１名につき１０万円

が授与されるところでございます。学生を支援する

ための奨学金が支給されることで、卒業後、この地

域で活躍する有用な人材が輩出されるものと認識し

ております。公立大学法人釧路公立大学から、現段

階では新たな法人独自の給付型奨学金制度の創設は

考えていないと報告を受けております。 

続きまして、釧路管内に就職した場合の祝い金制

度についてのご質問です。大学の教育目的は、より

よい教育をすることで学生自身の成長を促し、広く

日本で、世界で活躍する人材を育てることと考えて

おります。ご質問の釧路管内に就職した場合の祝い

金制度の創設については、現時点では考えていない

ところでございます。 

続きまして、多子世帯の大学等無償化制度の対象

拡大についてのご質問です。国では、今年度、貸与

型奨学金の減額返還制度の見直し等を図るとともに、

来年度から、多子世帯の学生等の授業料を無償化に

向けて、取組を進めることとしております。経済的

に困難な学生を支援するため、給付型奨学金と入学

料・授業料の減免を併せた高等教育の修学支援新制

度が、国においてしっかりと協議され、実施されて

いるものと考えております。これらの制度につきま

しては、対象や要件等が拡大傾向にあり、引き続き、

制度改正の動向を注視してまいりたいと考えており

ます。 

私からは以上です。 

○議長（畑中優周） １０番西村雅人議員。 

◆１０番（西村雅人議員） それでは大きい１番目、

釧路市議会との意見交換会で出された要望のうち

(1)高い家賃、(2)不便な公共交通、それに２番の学

生支援のうち(1)釧路管内出身者に対する入学料の

無料化、この３点については再質問をさせてもらい

たいと思います。まず高い家賃のことについてなん

ですけれども、意見交換会は確かに学生生活に関す

る要求とか要望を持ち寄るための場ではないのかも

しれません。しかしここで出された要望というのは

出来る限り公の場で反映させたいと思います。公立

大周辺の家賃の相場は利便性も良いということもあ

りましたけれども、４万円程度なのではないかと思

いますが、それでも自分の出身地の家賃相場より高

いと感じている学生さんもいるようなんです。アル

バイトをして稼いでも、この物価高で学生の生活は
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依然として苦しい状況にあると思われます。そこで

学生に家賃補助の制度の創設を求めたいと思います。

調べてみますと、留萌市や富山県などで学生に対す

る家賃補助制度があるようなんです。本来は自治体

でやるべきことかもしれません。しかし釧路市には

そのような制度はありません。釧路公立大学はこの

ように事務組合議会を持っていますので、地方公共

団体としての性格もあるはずです。他大学では事例

はないかもしれませんが、予算措置さえすれば、障

壁になるものはないと考えます。そこで、学生に対

する家賃助成制度についてはどのような見解なのか

答弁を求めたいと思います。 

次に不便な公共交通について再質問します。ご答

弁にもありましたが、公立大の学生の多くは、大学

周辺のアパート、マンションに住んで徒歩又は自転

車で通学していると思われますので、放課後や休日

にアルバイトに行くための公共機関が不便なのでは

ないかと思われるんです。聞くところによりますと、

公立大の学生は、釧路町のイオンでアルバイトをし

ているようなんです。例えばくしろバス美原線が釧

路町イオンも経由するようになると、学生の利便性

も上がるのではないでしょうか。学生が運動を起こ

してバス会社と交渉するというのはなかなか難しい

ものがあると思うんです。現在のバス路線はどの程

度学生の希望を入れて設定されたのかは疑問が残り

ます。まずは大学が学生はどのような路線を望んで

いるのかニーズ調査や要求などを出す場を設定して

もらい、それを基にバス会社と折衝をしてほしいと

思います。公立大生にとって便利なルートは、周辺

の住民の方々にとっても便利になるはずです。また

意見交換会を報じた新聞記事によりますと、「道路

の整備状況が悪く自転車や徒歩が危険なんだ」そう

いった貴重な意見も出たそうなんです。私はこの日

の意見交換会には出席しなかったので、深く聞き取

り調査はできませんでしたけれども、学生は釧路の

交通や道路について意見を持っているようです。そ

ういった学生の要望を聞く場を設けてその声を関係

機関に届けることも、事務組合の役割ではないかと

考えます。まずは、学生からどうすれば公共交通の

便がよくなるのか。例えば「初年次ゼミナール」な

どで実態を調査して学生から提言をもらってはどう

でしょうか。答弁を求めたいと思います。 

最後に、釧路管内出身者に対する入学料の無料化

について再質問します。１回目の質問では経営審議

会の認識についてお尋ねしました。あまり前向きに

は動いていないということです。入学料は判例上入

学できる地位の対価とされ、例え入学辞退したとし

ても返還しなくてもよいということになっています。

しかし諸外国にはほとんど見られないこのような慣

習はなくす方向で考えるべきはないかと思います。

せめて自治体が設立した大学なんですから、管内出

身者に対しては無料にできないでしょうか。最近、

兵庫県知事の失職のニュースが報じられますけれど

も、斎藤元彦知事の功罪の一つとして、兵庫県立大

学の入学料・授業料を県民には無料にした点を挙げ

ていました。このような流れは大阪公立大学にも広

がっているようなんです。６万円だけ安くするので

はなく、管内出身者は全額無料にすべきと考えます

が、答弁をお願いしまして、終わらせていただきま

す。 

○議長（畑中優周） 理事者の答弁を求めます。 

蝦名管理者。 

◎管理者（蝦名大也） 私からは１点お答えいたし

ます。学生支援というか入学料の無償化についてで

すね。これはあの、ご質問の中でもお話ございまし

た、管内者と管外者でですね、入学料に差を設けて

るということで、それは一定の学生を管内から入学

していただくためにですね、入学料のインセンティ

ブ、これを設けているということでございまして、

そういった意味では現状の仕組み、これを続けてい

くことが適切であるとこのように考えているところ

でございます。私からは以上であります。 

○議長（畑中優周） 波田地事務長。 

◎事務長（波田地真路） 西村議員の２回目の質問

にお答えいたします。 

家賃補助についてのご質問です。経済的に困難な

学生を支援するため、給付型奨学金と入学料・授業

料の減免を併せた高等教育の修学支援新制度が、国

においてしっかりと協議され、実施されているもの

と考えており、家賃補助については考えていないと

ころでございます。 

次に、公共交通への要望についてのご質問です。

地域交通を支えるバス事業者においても、全国的に

厳しい経営状況、高齢化に伴う退職者の増加などを

背景として、運転手不足が深刻な問題となっており、

減便や路線の再編に取り組む状況と把握しておりま

す。バス事業者への補助支援のほか、路線見直しや

利便性の向上、利用促進の取組につきましては、釧

路市地域公共交通活性化協議会で議論しながら進め

られているところでございます。議員のご意見につ

いては、公立大学法人釧路公立大学へお伝えし、ま

ずは情報共有してまいりたいと考えております。 

私からは以上です。 

  ○議長（畑中優周） 以上をもちまして、質疑並び

に一般質問を終結致します。 

  △議案第２号及び第３号討論終結 

○議長（畑中優周） お諮りいたします。両案に対

する討論の通告がございませんので、討論を終結し、

直ちに採決に入ることにご異議ございませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（畑中優周） ご異議なしと認めます。 

これより直ちに採決を行います。 

  △議案第２号表決（認定） 

○議長（畑中優周） それでは、議案第２号を採決

いたします。本案を原案のとおり認定することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（畑中優周） ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案認定と決しました。 

  △議案３号表決（可決） 

○議長（畑中優周） 次に、議案第３号を採決いた

します。本案を原案のとおり決することにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（畑中優周） ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案可決と決しました。 

  △日程第３ 議案第４号公平委員会委員の選任に 

ついて同意を求める件上程 

○議長（畑中優周） 日程第３議案第４号公平委員

会委員の選任について同意を求める件を議題といた

します。 

  △提案説明 

○議長（畑中優周） 提案理由の説明を求めます。 

蝦名管理者。 

◎管理者（蝦名大也） 只今、議題に供されました

議案第４号公平委員会委員の選任について同意を求

める件でございます。氏名の欄が空白になっており

ますので、梁瀨之弘とお書き入れを願います。 

梁瀨氏につきましては、平成２５年から公平委員

会の委員を務めておりますので、その経歴につきま

しては省略させていただきます。 

人格・識見にすぐれ、本事務組合の公平委員会委

員として極めて適任と存じ、ここに提案いたします。 

何とぞ、よろしくご同意を賜りますようお願い申

し上げます。 

  △議案第４号質疑・討論終結 

○議長（畑中優周） お諮りいたします。本案に対

する質疑並びに討論の通告がございませんので、質

疑並びに討論を終結し、直ちに採決に入ることに 

ご異議ございませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（畑中優周） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決を行います。 

  △議案第４号表決（同意） 

○議長（畑中優周） 議案第４号を採決いたします。

本案を原案同意と決することにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（畑中優周） ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案同意と決しました。 

  △閉会宣言 

○議長（畑中優周） 以上をもちまして、今議会の

日程はすべて終了いたしました。 

令和６年第２回釧路公立大学事務組合議会１０月定

例会は、これをもちまして閉会いたします。 

皆様、大変ご苦労さまでございました。 

            午後２時３１分閉会 
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令和６年第２回釧路公立大学事務組合議会１０月定例会議決結果表 

議 案 番 号     件          名 提出者 議決年月日 議決結果 

議案第２号 令和５年度釧路公立大学事務組合会計決算認定の件 管理者  6.10.7 原案認定 

議案第３号 令和６年度釧路公立大学事務組合会計補正予算  〃  6.10.7 原案可決 

議案第４号 公平委員会委員の選任について同意を求める件  〃  6.10.7 原案同意 
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釧路公立大学事務組合報告第２号 公立大学法人釧路公立大学の経営状況説明書提出の件 管 理 者  6.10.7 報告完了 

釧公大監報告第３号 例月現金出納検査報告書 監査委員  6.10.7 報告完了 

 


